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平塚市バリアフリー基本構想の変更に係る対応方針について 

 

１ 変更の視点 

・バリアフリー法第２５条の２に基づく市基本構想の評価結果を踏まえて変更する。 

※市基本構想の目標年次の延長、既存事業の目標値の見直し検討等を行う。 

 … 資料３ 
 

・改正バリアフリー法を踏まえて変更する。 

※令和２年５月２０日に公布され、令和２年６月１９日の一部施行では、基本構想の特定

事業に教育啓発特定事業が新たに位置付けられた。さらに、令和３年４月１日に一部施

行を予定。 

 … 資料４参考１ 
 

・バリアフリー法第３条の基本方針における次期目標を踏まえて変更する。 

※令和２年７月３日に国土交通省の報道発表で中間とりまとめが示され、各目標値の上方

修正等の方針が示された。なお、改正の時期は未定。 

… 資料４参考２ 
 

・平塚市バリアフリー推進協議会の意見を踏まえて変更する。 

※令和２年５月に実施した平塚市バリアフリー推進協議会の意見照会では、生活関連経路

の追加意見あり。 

※生活関連施設及び生活関連経路の拡大や、事業の追加や目標値の見直しにあたっては、

事業者と十分に調整し、協議会の意見を確認しながら設定する。 

… 資料４参考３ 
 

２ 変更内容のイメージ 

 ・目標年次の延長 

・重点整備地区、生活関連施設及び生活関連経路の拡大検討  

・特定事業の追加及び目標値の見直し等  

・その他、必要に応じて事業の見直し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４  

 

※赤字・赤枠は、変更内容を示す。 

◇基本方針 

◇目標年次の延長 

◇重点整備地区［平塚駅及び周辺の福祉施設、病院、官公庁等（生活関連施設）及び施設

間を結ぶ経路（生活関連経路）を含む地域］の拡大検討 

◇全体方針：生活関連施設、生活関連経路、公共交通機関のバリアフリー化の推進、心の

バリアフリーの推進 

◇個別方針：特定事業及びその他の事業の推進（特定事業の追加、各事業目標値の見直し） 

平塚市バリアフリー基本構想（変更イメージ） 
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３ バリアフリー化に係る特定事業のイメージ 

区 分 事業者名 所管事業 検討内容  

公共交通 

事業者 

東日本旅客鉄道㈱横浜支社 公共交通特定事業（鉄道） 

目標年次 
の延長 
 
目標値の 
見直し 
 
取組内容 
の追加 

 
神奈川中央交通㈱ 

公共交通特定事業（バス） 
 

神奈川中央交通西㈱平塚営業所  
一般社団法人神奈川県タクシー 
協会相模支部平塚地区会 

公共交通特定事業（タクシー）  

施設設置 

管理者 

横浜国道事務所 交通対策課 

道路特定事業 

 

平塚土木事務所 道路維持課 
平塚市 道路管理課 
平塚市 道路整備課 
平塚市 みどり公園・水辺課 

都市公園特定事業 
平塚市 総合公園課 

公安委員会 平塚警察署 交通安全特定事業 

学校関係者 学校関係機関・団体 
教育啓発特定事業 

（心のバリアフリー等） 

その他の 

事業者 

平塚市 都市整備課 平塚駅周辺の移動円滑化 

目標値の 
見直し 
 
取組内容 
の追加 

 

平塚市 交通政策課 
平塚駅周辺の駐輪対策 

歩行者の安全対策 
 

心のバリアフリー 

 
平塚市 障がい福祉課  
平塚市 福祉総務課  
平塚市 土木総務課  
平塚市 商業観光課  
平塚市 まちづくり政策課 公共サイン  

※赤字：バリアフリー法及び国の基本方針の改正に伴い、追加を検討する事業者及び所管事業  

 

４ 検討体制のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市バリアフリー基本構想（変更） 

意見 
提案 

 市民 
・パブリック 

コメント 

（※） 

 

平塚市バリアフリー推進協議会 
 

 
・公共交通事業者（鉄道、ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ） 
・関係施設管理者（道路、公園） 
・公安委員会 
・その他の事業実施者 
⇒平塚市関係部局：まちづくり政策部等 

・関係団体（高齢者、障がい者等） 

⇒老人クラブ、障がい者団体連合会、 

自治会連絡協議会、民生委員児童 

委員協議会、商工会議所、商店街 

連合会、社会福祉協議会、盲学校等 

・市民 
・平塚市 

庁 議 

案の作成 

 

市議会 
 

 

 

調整 

 

策定会議 
（庁内関係部課長） 

事務局 
 
 

まちづくり政策部 

交通政策課 

 

平塚市バリアフリー基本構想（現行） 

 

 
意見 
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５ 検討スケジュール（案） 

・令和３年度の市基本構想の変更（一部改定）を目標とする。 

 ※改正バリアフリー法が令和３年４月１日に一部施行されること、バリアフリー法第３条

の基本方針における次期目標が今後示されること（時期未定）から、令和３年度中の市

基本構想の変更を目標とします。 
 

 

 

 

 

 

 年 令和２年度 令和３年度  

 月 ５ ６ ７ ～ 10 11 ～ ４ ５ ６ ～ 10 11 12 １ ２ ３  

 

 

 

 

基

本

構

想 

                  

 

 

 

 

協

議

会 

        

 

         

 

 

 

 

策

定

会

議 

 

 

      

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

事

務

局

手

続 

 

      

  

        

 

 

※) パブリックコメント等の手続きの実施は、変更の内容に応じて検討 

 

 

６ 当面の対応 

・令和３年度以降も現行の市基本構想を継続する。 

※今年度が市基本構想の最終年次であり、市基本構想の変更作業及び現行基本構想に掲げ

る事業計画を継続するため、令和３年度以降も現行の市基本構想の継続とともに平塚市

バリアフリー推進協議会を継続実施します。 

 

 

 

検討、関係機関等調整 

 

基本構想（現行）の継続 

 

●書面会議 
・意見照会 

 
●会議開催（年３回開催予定） 

 

●会議開催 
・意見照会 
・基本構想 
 の継続 

パブコメ等(※) 

手続きの検討 

 

国の動向（法及び基本方針の改正） 

素案作成 素案(案)作成 案作成 

○基本方針の改正（未定） 
※次期目標の位置付け 

●法改正:5/20 
R2.6/19 施行                R3.4/1 施行 

 
●会議開催（年４回開催予定） 

 

基
本
構
想
の
変
更
（
一
部
改
定
） 

 

基本構想（現行） 
（目標年次：令和２年度末） 

 



　資料４
　参考１

出典：国土交通省資料



< 出典：国土交通省資料 >
  一部加工（下線等表示）









　資料４
　参考２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：国土交通省報道発表資料（令和２年７月3日）









  

引用：令和２年度第１回平塚市バリアフリー推進協議会書面会議資料 

 

 

令和２年度第１回平塚市バリアフリー推進協議会（書面会議）の結果について（報告） 

 

１ 意見数 

議題 
意見 

あり 

意見 

なし 

（１） 令和元年度事業実績及び令和２年度事業予定について ３ ２０ 

（２） 平塚市バリアフリー基本構想及び事業計画の変更について ４ １９ 

    ※構成員数：２３名 

２ 意見対応 

議題 

（１） 

令和元年度事業実績及び令和２年度

事業予定について 
意見に対する事務局の考え方 

各事業者は、コロナウィルス対策等で大変だと

思われるが、是非とも令和２年度事業計画の達

成、遅延がないように希望する。 

令和２年度事業計画の達成に向けて、各事業者

との調整に取り組みます。 

巻き込み部等の改修工事について、早期の実施

をお願いしたい。 

事業計画に掲げる巻き込み部の改修は令和元

年度末で概ね実施済です。この他に、誘導ブロ

ックの設置等、道路特定事業全体の早期実施を

目指して、事業者と調整していきます。 

歩道が上がっていないバス停では、バスのステ

ップが高いので、特に降りるときに不便を感じ

ることがある。市役所のトイレの位置がわから

ない。音声案内や誘導ブロック等で対応しても

らえるとありがたい。 

事業者と調整していきます。また、ハード整備

だけではなく、ソフト対策として、声掛けや手

助け等の心のバリアフリーの推進も含めた取組

を行うことで、利用環境の向上を目指します。 

議題 

（２） 

平塚市バリアフリー基本構想及び 

事業計画の変更について 
意見に対する事務局の考え方 

生活関連施設及び生活関連経路の拡大にあた

っては、事業者の意見等を十分に聞き、調整を

図って下さい。また、事業計画の変更にあたっ

ては、事業者や関係団体での「まちの点検」等

の実施を検討して下さい。 

生活関連施設及び生活関連経路の拡大にあた

っては、事業者及び利用者の意見を確認した上

で、施設及び経路の位置付けを検討します。ま

た、事業計画の変更にあたっては、御意見のと

おり事業者や関係団体での「まち点検」の実施

を検討します。 海岸南中線（横浜ゴム前から市民プラザ前）を

基本構想の生活関連経路に位置づけてもらい

たい。 

ツインシティのまちづくり（交通広場等）にお

いて、バリアフリー化を検討してもらいたい。 

新設の道路施設等の整備にあたっては、事業者

により法に基づく整備が実施されるものと考

えており、ツインシティにおいてもバリアフリ

ーのまちづくりがなされるよう、関係機関との

協議の際に確認していきます。 

なお、基本構想には、市内全域でバリアフリー

のまちづくりを推進する方針の位置付けを検

討します。 

状況の変化もあるが、利用するサービスを受け

る側として、良いと思われるものであれば、慎

重な協議のもと事業の見直しも必要と考える。 

法改正等の国の動向を注視しながら、関係機関

及び関係団体と十分に協議、調整した上で、事

業の見直しを検討する予定です。 

以 上  

資料４ 

参考３ 


